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介護保険負担割合証を更新します

現在お持ちの「介護保険負担割合証」の有効現在お持ちの「介護保険負担割合証」の有効
期限は 7 月 31 日までです。新しい負担割合期限は 7 月 31 日までです。新しい負担割合
証を 7 月中旬に送付します。証を 7 月中旬に送付します。

介護保険負担限度額認定証の
更新 及び 新規交付申請

施設等を利用する方の食費や部屋代の負担軽施設等を利用する方の食費や部屋代の負担軽
減を受けるための「限度額認定証」の有効期減を受けるための「限度額認定証」の有効期
限は 7 月 31 日までです。引き続き、または限は 7 月 31 日までです。引き続き、または
新たに負担軽減を受けたい方は申請をしてく新たに負担軽減を受けたい方は申請をしてく
ださい。対象となる方は、下図のとおりです。ださい。対象となる方は、下図のとおりです。

申込み・ 問   福祉課 福祉課 ☎☎ 6565--08130813

要介護・要支援認定を
受けている皆さまへ

所得要件所得要件
市区町村民税非課税世帯の方（原則）市区町村民税非課税世帯の方（原則）
※配偶者が課税されている場合は対象外※配偶者が課税されている場合は対象外

預貯金等が一定額以下の方が対象預貯金等が一定額以下の方が対象
◆生活保護の方・老齢福祉年金受給者の方◆生活保護の方・老齢福祉年金受給者の方
　単身 1,000 万円以下、夫婦 2,000 万円以下　単身 1,000 万円以下、夫婦 2,000 万円以下
前年の合計所得金額＋年金収入額が前年の合計所得金額＋年金収入額が
◆ 80 万円以下の方◆ 80 万円以下の方
　単身 650 万円以下、夫婦 1,650 万円以下　単身 650 万円以下、夫婦 1,650 万円以下
◆ 80 万円超 120 万円以下の方◆ 80 万円超 120 万円以下の方
　単身 550 万円以下、夫婦 1,550 万円以下　単身 550 万円以下、夫婦 1,550 万円以下
◆ 120 万円超の方◆ 120 万円超の方
　単身 500 万円以下、夫婦 1,500 万円以下　単身 500 万円以下、夫婦 1,500 万円以下

住民税課税

対象外

対象外食費・部屋代の
負担軽減の対象

一定額を超える
預貯金等あり

一定額を超える
預貯金等なし

住民税非課税

食費・部屋代の負担軽減　対象者判定の流れ

�国民健康保険に加入中の皆
さまへ

国民健康保険被保険者証を
更新します

現在お持ちの国民健康保険被保険者証の有効現在お持ちの国民健康保険被保険者証の有効
期限は７月 31 日までです。新しい保険証を簡期限は７月 31 日までです。新しい保険証を簡
易書留郵便でお送りしますので、７月末日まで易書留郵便でお送りしますので、７月末日まで
に届かない場合はお問い合わせください。に届かない場合はお問い合わせください。
※�※�有効期限切れの保険証は、役場町民健康課にご返有効期限切れの保険証は、役場町民健康課にご返

却いただくか、各自で厳重に処分をお願いします。却いただくか、各自で厳重に処分をお願いします。

限度額適用認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証

の更新・新規交付

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担
額減額認定証」の有効期限は 7 月 31 日まで額減額認定証」の有効期限は 7 月 31 日まで
です。8 月 1 日以降も引き続き交付を希望です。8 月 1 日以降も引き続き交付を希望
される場合は、7 月 22 日㈪以降に保険証とされる場合は、7 月 22 日㈪以降に保険証と
本人確認書類をご用意のうえ、町民健康課で本人確認書類をご用意のうえ、町民健康課で
申請をお願いします。申請をお願いします。
問  町民健康課  町民健康課 ☎☎ 6565--08120812

令和 6年度国民健康保険税の
納 税 通 知 書 を 送 付 し ま す

令和 6 年度の納税通知書を 7 月上旬に郵送令和 6 年度の納税通知書を 7 月上旬に郵送
します。国保に加入されている方で 7 月 18します。国保に加入されている方で 7 月 18
日㈭を過ぎても納税通知書が届かない方は、日㈭を過ぎても納税通知書が届かない方は、
税務会計課（国保税担当）へお問い合わせく税務会計課（国保税担当）へお問い合わせく
ださい。ださい。
問  税務会計課  税務会計課 ☎☎ 65 65--08110811

後期高齢者医療被保険者証を
更新します

現在お持ちの後期高齢者医療被保険者証の有現在お持ちの後期高齢者医療被保険者証の有
効期限は 7 月 31 日までです。新しい保険証効期限は 7 月 31 日までです。新しい保険証
を簡易書留郵便でお送りしますので、7 月末日を簡易書留郵便でお送りしますので、7 月末日
までに届かない場合はお問い合わせください。までに届かない場合はお問い合わせください。
※�※�有効期限切れの保険証は、役場町民健康課にご返有効期限切れの保険証は、役場町民健康課にご返

却いただくか、各自で厳重に処分をお願いします。却いただくか、各自で厳重に処分をお願いします。

限度額適用認定証
限度額適用・標準負担額減額認定証

の更新・新規交付

医療機関等で支払う医療費が高額になる場医療機関等で支払う医療費が高額になる場
合、事前に『限度額適用認定証』『限度額適用・合、事前に『限度額適用認定証』『限度額適用・
標準負担額減額認定証』の交付を受けること標準負担額減額認定証』の交付を受けること
で、窓口でのお支払いが１か月の自己負担限で、窓口でのお支払いが１か月の自己負担限
度額までとなります。度額までとなります。
 新たに交付を希望する方
被保険者証をお持ちになり、町民健康課へ申被保険者証をお持ちになり、町民健康課へ申
請してください。請してください。
 すでに認定証をお持ちの方
8 月以降も引き続き該当となる方8 月以降も引き続き該当となる方には、7 月には、7 月
末日までに新しい認定証を郵送します。末日までに新しい認定証を郵送します。

後期高齢者医療制度に加
入中の皆さまへ

令和 6 年度後期高齢者医療保険料
納入通知書を送付します

令和 6 年度の保険料通知は７月中旬に郵送令和 6 年度の保険料通知は７月中旬に郵送
でお届けします。納付書払いの方は、口座振でお届けします。納付書払いの方は、口座振
替依頼書が同封されていますので、便利な口替依頼書が同封されていますので、便利な口
座振替をぜひご利用ください。座振替をぜひご利用ください。
問  町民健康課  町民健康課 ☎☎ 6565--08120812

介護職員初任者研修
受講料を補助します！

介護事業所等に従事する人材の確保を図るた介護事業所等に従事する人材の確保を図るた
め、介護職員初任者研修を修了した者又は、め、介護職員初任者研修を修了した者又は、
当該職員を雇用している当該研修の受講料等当該職員を雇用している当該研修の受講料等
を負担した事業者に、対象経費の一部を補助を負担した事業者に、対象経費の一部を補助
します。申請は、介護職員初任者研修の修了します。申請は、介護職員初任者研修の修了
後に交付申請する『事後申請』となります。後に交付申請する『事後申請』となります。

補助額    �受講料等の１/ ２又は上限３万円 �受講料等の１/ ２又は上限３万円
のいずれか低い額。のいずれか低い額。

（研修を修了した日から起算して（研修を修了した日から起算して
３ヶ月以上継続して勤務した場合３ヶ月以上継続して勤務した場合
は、受講料等の１/ ２又は上限５万は、受講料等の１/ ２又は上限５万
円のいずれか低い額）円のいずれか低い額）

要　件    �次の �次の⑴〜⑶⑴〜⑶に掲げる要件のいずれに掲げる要件のいずれ
かを満たす場合、補助金の申請がかを満たす場合、補助金の申請が
できます。できます。
⑴ �⑴ �町内在住者で、当該研修修了か町内在住者で、当該研修修了か

ら１年以内であり、町民税の滞ら１年以内であり、町民税の滞
納がない者納がない者

⑵ �⑵ �町内に所在する介護施設等に当町内に所在する介護施設等に当
該研修の受講開始以降に就職し該研修の受講開始以降に就職し
た介護職員で、当該研修修了かた介護職員で、当該研修修了か
ら１年以内であって、当該研修ら１年以内であって、当該研修
修了した日又は就職した日のい修了した日又は就職した日のい
ずれか遅い日から３ヶ月以上継ずれか遅い日から３ヶ月以上継
続して当該介護施設等に勤務す続して当該介護施設等に勤務す
る者る者

⑶ �⑶ �町内に所在する介護施設等に当町内に所在する介護施設等に当
該研修の受講の開始前から勤務該研修の受講の開始前から勤務
する介護職員で、当該研修修了する介護職員で、当該研修修了
から１年以内であって、当該研から１年以内であって、当該研
修を修了した日から３ヶ月以上修を修了した日から３ヶ月以上
継続して所定の介護施設等に介継続して所定の介護施設等に介
護職員として勤務する者護職員として勤務する者

問  福祉課  福祉課 ☎☎ 6565--08130813
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